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はじめに 

 近年はグローバル化が進み、国内取引においても居住者以外の方との取引が活発になっております。非居住

者や外国法人に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする場合は、その支払の際

に所得税および復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。そこで今回は、非居住者との取引に

おいて源泉徴収義務が発生する取引についてご案内します。 

 

１. 非居住者とは 

我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き 1 年以上「居

所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。 

「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」こと

になります。したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。 

「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかについては、住居、職

業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになっています。 

また、「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないものの、その人が現実に居住している場

所」とされています。 

なお、国の内外にわたって居住地が異動する人の住所が国内にあるかどうかは、一般に職業などを基にした

「住所の推定」により判定を行うこととなります。 

 
（出展（閲覧日 2024 年 9月 19 日）：https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm） 

 
２. 非居住者源泉徴収一覧 

 

 
（出展：筆者作成） 

おわりに 

 今回は、非居住者に対する源泉徴収についてご案内しました。最近では非居住者との取引が多く見受けられま

す。今後そのような場合、こちらの一覧表をご活用いただけたら幸いです。        （担当：中村） 

No 内容 税率

1
民法に規定する組合契約等に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から

生じる利益でその契約に基づいて配分を受けるもの
20.42%

2 土地等の譲渡対価 10.21%

3 人的役務の提供事業の対価 20.42%

4 不動産の賃貸料等 20.42%

5 利子等 15.315%

イ.上場株式等の配当等上場株式等の配当等 15.315%

ロ.私募公社債等運用投資信託等の収益の分配 15.315%

イおよびロ以外の配当等 20.42%

7 貸付金の利子 20.42%

8 工業所有権、著作権等の使用料等 20.42%

9 給与その他人的役務の提供に対する報酬、退職手当等 20.42%

10 公的年金等 20.42%

11 事業の広告宣伝のための賞金 20.42%

12 生命保険契約に基づく年金等 20.42%

13 定期積金の給付補てん金等 15.315%

14 匿名組合契約等に基づく利益の分配 20.42%
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